
やすらぎ 心やすらぐ安全な生活環境の形成

かいてき 新時代を支える都市の形成

ふれあい 明るく生きがいにみちた社会の形成

八潮市にお住まいの方、八潮市で生まれ、育だち、今は、他の市町村でご活躍の皆様。

ふるさと八潮の発展のため、ふるさと納税(寄附金)でまちづくりを

応援してください。

八潮市は、平成１７年８月の「つくばエクスプレス八潮駅」の開業や八潮駅周辺の市街地整

備などにより、人口増加傾向が顕著となり、平成２０年３月には、８万人を突破しました。

これからも、八潮にゆかりのある方々に誇りをもっていただけるような「品格と活力のある

まち やしお」を目指し、積極的に「まちづくり」を推進します。

「ふるさと納税(寄附金)」は、八潮市を応援するために寄附をしていただいた場合、住民税

などが軽減される制度です。どうぞ、ふるさと納税(寄附金)を通して、八潮のまちづくりにご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

八潮市長 多田 重美

八潮市では、第 4 次八潮市総合計画基本構想・基本計画に基づき施策を推進しています。

施策大綱の６つの柱に沿って主な取り組みを紹介します。

いただいた寄附金は、これらの取り組みに有効に活用させていただきます。

八潮駅周辺の整備、景観まちづくりの推進、道路・水路等の整備、交通網の整備、

土地区画整理事業の推進、公共下水道事業の推進など

公園の整備、水辺・緑地の保全、花いっぱい運動の推進、環境美化活動、

リサイクル運動の推進、省エネルギーをはじめとする地球温暖化防止の推進など

健康づくり運動、介護予防事業、地域福祉の推進、子育て支援の推進、

コミュニティ活動の推進、高齢者の生きがい活動の推進、高齢者・障がい者の在宅福祉

サービスの充実、地域医療体制の整備など



すいしん 市民に開かれた計画的な行政推進体制の形成

ちから 活気あふれる産業の形成

はぐくみ 明日の八潮を担う人づくり環境の形成

商工業・サービス業の振興、都市型農業の振興、観光の振興、労働者福祉の充実、

消費者保護対策の充実など

小中一貫教育の推進、青少年の健全育成、市民の学習活動の促進、教育環境の充実、

スポーツ・文化活動の支援、文化財・伝統文化・伝統行事の保護など

広報・広聴活動の充実、ボランティア・ NPO等の活動支援、計画行政の推進、

行財政改革の推進、広域的連携の強化など

１ 「ふるさと納税」の特徴は？

「ふるさと納税」とは、地方公共団体へご寄附いただいた場合、住民税と所得税が軽減される制度

です。

「ふるさと納税」の寄附先は、あなたの出身地に限らず、現在お住まいの県や市など、自由に選ぶこ

とができます。

＊＊税の軽減措置(寄附金控除)＊＊

「ふるさと納税(寄附金)」していただき、確定申告等をしていただくことで、あなたの住民税と所得税

が軽減されます。

ただし、２，０００円を超える寄附から「ふるさと納税制度」の適用となり、寄附金から２，０００円を除

いた額が軽減の対象となります。

一定の限度額(個人住民税所得割のおおむね１割）までは、寄附金から２，０００円を除いた額

が軽減となります。

詳しくは、市民税課市民税係までお問い合わせください

０４８－９９６－２１１１ 内線２０６・２９１

２ 「ふるさと納税」の流れ

(１) 寄附金の申し込み

寄附を希望される場合は、寄附申し出書に必要事項を記載の上、郵便・ＦＡＸ・電子メー

ルでまちづくり企画部企画経営課までお送りください。

０４８－９９６－２１１１ 内線８８５・２２７

e-mail:m-kikaku@city.yashio.lg.jp

(２) 寄附金の払い込み

八潮市より納入方法のお知らせ、納入通知書等をお送りしますので、指定の方法により寄

附金の納入をお願いします。
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(３) 寄附受領確認書の送付

寄附金の入金を確認後、寄附受領確認書をお送りします。

(注)寄附受領確認書は、税額控除の申告の際、必要な場合がありますので大切に保管して

ください。

(４) 確定申告等

納入済通知書(領収書)又は寄附受領確認書を添えて、住所のある地域を所管する税務署又

は、お住まいの市町村で確定申告等を行ってください。

３ 申し込みから寄附までの流れ

①①①① 寄附のお申し込み((((郵便・ FAXFAXFAXFAX、電子メール))))

②納入方法等のお知らせ

③寄附金の払込み((((金融機関等))))

④寄附受領確認書の送付

⑤確定申告等

◎「ふるさと納税」をかたった詐欺行為にご注意を！

「ふるさと納税」をかたって寄附を強要したりする詐欺行為などには十分ご注意ください。

八潮市では、皆様からの寄附の申し出に基づき、寄附金の受付をおこなっており、電話など

で銀行等の ATMATMATMATMから送金をお願いすることは一切ありません。

税務署又は居住する市町村



寄附（ふるさと納税）申出書

平成 年 月 日

（あて先）八潮市長 多田 重美

氏名

住所 〒

電話番号

電子メールアドレス

次のとおり寄附(ふるさと納税)したいので、申し出ます。

円

１ 上記寄附金の使途についてご希望がありましたら記入してください

2 希望する寄附方法についてお尋ねします（いずれかに○印の記入をお願いします）

３ 氏名、住所（市町村名まで）、寄附額などについて、情報を公開することは差し支えありませんか

（いずれかに○印の記入をお願いします）

４ 差し支えなければ、ご出身の場所を教えてください（いずれかに○印の記入をお願いします）

※メッセージ（ご自由にお書きください）

1八潮市指定金融機関等での納入

通知書による寄附

2 ゆうちょ銀行（郵便局）での

払込取扱票による寄附

3 現金書留による寄附

1 公表して差し支えありません 2 公表を希望しません

1八潮市出身です 2八潮市以外の出身です( )

FAX: 048-995-7367 埼玉県八潮市 まちづくり企画部 企画経営課行き

メール： m-kikaku@city.yashio.lg.jp


